
証券コード：6462

第97回

定時株主総会
招集ご通知
2021年6月25日（金）午後3時30分

開催日時

東京都港区六本木五丁目11番16号
国 際 文 化 会 館 
別館2階　講堂

開催場所

第1号議案
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）
6名選任の件
第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

決議事項

ご来場くださる株主様とご来場が難しい株主様との公平性等を勘
案し、お土産を取りやめさせていただいております。何卒ご了承
くださいますようお願い申しあげます。

開催時間が前年と異なりますので
お間違えのないようご注意ください。！
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株主の皆様へ

代表取締役会長（CEO）
伊藤　薫

　株主の皆様におかれましては、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼
申しあげます。
　はじめに、現在、新型コロナウイルス感染症は依然として世界中で猛
威を振るっておりますが、その対応に当たっておられる医療関係者及び
感染拡大防止に日々ご尽力されている方々に対し改めて心より感謝申
しあげます。
　この一年間は、まさに世界中が新型コロナウイルスに翻弄され、特に
市民生活には多大な制約が加わってまいりましたが、当社グループの生
産活動にも大きなマイナスの影響がございました。この生産減少に対
応し、当社は徹底したコスト削減と業務効率化を実施し、損益分岐点の
引下げに注力してまいりました。幸い昨年度後半からは生産も回復し
業績も持ち直しの基調にありますが、依然として先行きは不透明な状況
が続くものと予想されます。今後の環境変化に引き続き機動的に対応
していくと共に、同時に進展している自動車業界の大変革期を捉えて、
新製品開発を軸とした事業の拡大を進めてまいる所存です。
　株主の皆様には、引き続き格別のご理解とご支援を賜りますようお願
い申しあげます。

リケングループ経営理念
・私たちは地球環境を守り、社会に貢献する企業市民であり続けます
・私たちは株主の資本を効率的に活用し、グローバルに企業価値を創造します
・私たちは知識の向上と技術の革新を心がけ、世界のお客様に感動を与える製品を提供します
・私たちは高い志と広い視野を持って、常に変革を遂げていきます
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（証券コード　6462）
2021年６月７日

株 主 各 位
東 京 都 千 代 田 区 三 番 町 ８ 番 地 １

代表取締役会長（ＣＥＯ） 伊 藤 　 薫
第97回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格段のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第97回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため適切な感染防止策を実施のうえ、開催させていただきますが、
株主の皆様におかれましては健康状態にかかわらず、極力、ご出席をお控えいただき、書面(郵送）又はインター
ネット等によって議決権を行使いただきますよう、強くお願い申しあげます。
　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2021年６月24日（木曜日）午後５時30分までに書面
(郵送）もしくは４頁の議決権行使の方法により議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１． 日 時 2021年６月25日（金曜日）午後３時30分
２． 場 所 東京都港区六本木五丁目11番16号　国際文化会館 別館２階　講堂
３． 会議の目的事項

報 告 事 項 １　第97期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならび
に会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２　第97期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

－ 1 －

株主各位
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４． 議決権のご行使についてのご案内
インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行
使として取扱います。
書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決
権行使の内容を有効とします。

５． インターネット開示についてのご案内
当社は法令および当社定款第15条の規定に基づき、本招集ご通知の添付書類のうち次に掲げる事項を当社
ウェブサイト（https://www.riken.co.jp/）に掲載しておりますので、本添付書類には記載しておりませ
ん。
(1)　事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」
(2)　事業報告の「業務の適正を確保するための体制」
(3)　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」
(4)　連結計算書類の「連結注記表」
(5)　計算書類の「株主資本等変動計算書」
(6)　計算書類の「個別注記表」

したがって、本添付書類は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類およ
び計算書類の一部であり、また、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計
算書類および計算書類の一部であります。

以　上

１.

２.

会場における感染拡大防止対策の概要は当社ウェブサイト（https://www.riken.co.jp/）に記載しており
ますのでご確認くださいますようお願い申しあげます。
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し
あげます。

３．

４．

株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類の内容に修正が生じた場合は、当社ウェ
ブサイト（https://www.riken.co.jp/）に掲載することによりお知らせいたします。
ご来場くださる株主様とご来場が難しい株主様との公平性等を勘案し、お土産を取りやめさせていただいて
おります。何卒ご了承くださいますようお願い申しあげます。

－ 2 －

株主各位
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議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の３つの方法によりご行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時 2021年 6 月25日（金曜日）午後３時３０分
場 所 東京都港区六本木五丁目11番16号

国際文化会館　別館２階　講堂
（末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。）

書面（郵送）で議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 2021年６月24日（木曜日）午後５時30分到着分まで

インターネット等で議決権を行使される場合
パソコン、スマートフォンから議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセ
スし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご入力
いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限 2021年６月24日（木曜日）午後５時30分入力完了分まで

① 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株
主様には、議決権行使サイト上で「パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。

② 株主総会の招集の都度、新しい「議決権行使コード」および「パスワード」をご通知いたします。
③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は株主

様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料その他携帯電話利用による
料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

－ 3 －

議決権行使についてのご案内
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インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。１
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。４

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。１

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

３

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

２

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－ 4 －

議決権行使についてのご案内
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、株主の皆様への安定配当、及び当期の業績と今後の経
営環境並びに事業展開等を勘案して実施することとしております。
　この方針に基づき、当期の期末配当は１株につき55円といたしたいと存じます。
　なお、さきに中間配当として、１株につき35円をお支払いしておりますので、当期の
年間配当は１株につき90円となります。

１．期末配当に関する事項
⑴　配当財産の種類

金銭

⑵　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金55円
配当総額　547,986,670円

⑶　剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月28日

－ 5 －

剰余金処分議案
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（６名）
は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、改めて取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占め
る当社の任意の指名・報酬委員会の答申を経ております。
　また、本議案につきましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について
適任であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

1.
い と う

伊　藤　
 

　
 

　
かおる

薫 （1953年４月９日生） 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1976 年 ４月 株式会社日本興業銀行入行
2005 年 ４月 株式会社みずほ銀行常務執行役員
2008 年 ３月 みずほ総合研究所株式会社代表取締役社長
2012 年 ５月 当社顧問
2012 年 ６月 当社常務取締役
2013 年 ６月 当社専務取締役経営戦略委員会委員長
2015 年 ６月 当社代表取締役社長兼ＣＯＯ
2018
2020

年
年

４
４

月
月

当社代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＯＯ
当社代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任）

所有する
当社の株式数 17,500株

当期における
取締役会への
出席状況

19／19
(100％)

【取締役候補者とした理由】
ＣＥＯ（最高経営責任者）及びＣＯＯ（最高執行責任者）として経営を牽引し、成果を上げてまいりま
した。これまでの幅広い経験と能力が当社の経営に欠かせないものと判断し、引き続き取締役候補者と
いたしました。

－ 6 －

取締役選任議案
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2.
ま え か わ

前　川　
や す の り

泰　則 （1958年２月27日生） 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986 年 ３月 当社入社
2004 年 ２月 当社営業本部名古屋営業部長
2010 年 ６月 当社取締役海外委員会委員長
2013 年 ５月 当社取締役
2015 年 ６月 当社常務取締役
2016 年 ５月 当社取締役常務執行役員
2019
2019
2020

年
年
年

４
６
４

月
月
月

当社取締役専務執行役員
当社代表取締役専務執行役員
当社代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任）

所有する
当社の株式数 12,100株

当期における
取締役会への
出席状況

19／19
(100％)

【取締役候補者とした理由】
長年にわたり海外営業、国内営業、海外事業に従事し、当社のグローバル事業拡大に貢献しており、
2020年からはＣＯＯとして新中期経営計画の策定を始めとした経営課題に対し、着実に取り組んでお
ります。その幅広い経験と能力が当社の経営に欠かせないものと判断し、引き続き取締役候補者といた
しました。

3.
わた なべ

渡　辺
 

　
こう えい

孝　栄 （1958年11月19日生） 新 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1983 年 ４

10
月 当社入社

2014 年 月 当社品質保証部長
2017 年 ４月 当社執行役員ピストンリング事業第二部長
2020 年 ４月 当社常務執行役員技術統括部長
2021 年 ４月 当社常務執行役員技術統括本部長（現任）

所有する
当社の株式数 5,800株

【取締役候補者とした理由】
長年にわたり当社の主力製品であるピストンリングの製造部門、品質保証部門、技術管理部門を牽引
し、当社の収益力向上に貢献してまいりました。その幅広い経験と能力が当社の経営に欠かせないもの
と判断し、取締役候補者といたしました。

－ 7 －

取締役選任議案
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4.
おお はし

大　橋
 

　
 

　
 

　
たかし

尚 （1958年９月７日生） 新 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989 年11月 当社入社
2008 年 ６月 当社業務改革部長
2011 年11月 当社生産管理部長
2017 年11月 当社情報システム部長
2018 年 ４月 当社執行役員情報システム部長
2018 年 ６月 当社執行役員リング生産技術部長
2020 年 ４月 当社常務執行役員（現任）

所有する
当社の株式数 7,500株

【取締役候補者とした理由】
長年にわたり生産管理、情報システム、生産技術部門を牽引し、当社の収益力向上の基盤となる管理体
制の強化に貢献してまいりました。その幅広い経験と能力が当社の経営に欠かせないものと判断し、取
締役候補者といたしました。

－ 8 －

取締役選任議案
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5.
ひ ら の

平　野　
え い じ

英　治 （1950年９月15日生） 再 任 社外
独立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1973 年 ４月 日本銀行入行
1999 年 ５月 日本銀行国際局長
2002 年 ６月 日本銀行理事
2006 年 ６月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社取締役

副社長
2015 年 ５月 メットライフ生命保険株式会社取締役代表執行役

副会長
2015 年 ６月 当社社外取締役（現任）
2016 年 ６月 株式会社ＮＴＴデータ社外取締役（現任）
2017 年 ９月 メットライフ生命保険株式会社取締役副会長

（現任）
2017 年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員長

（2021年３月退任）

所有する
当社の株式数 0株

当期における
取締役会への
出席状況

19／19
(100％)

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
日本銀行の要職を歴任し、その後会社経営の経験も有しており、その高い専門性と国際的で豊富な経験
を当社の経営に活かしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。また、同
氏が再任された場合は、引き続き、当社任意の指名・報酬委員会の委員として当社の役員候補者の選定
や役員報酬等の決定について客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、社外取締役としての
在任期間は、本総会終結の時をもって、６年となります。

－ 9 －

取締役選任議案
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6.
た な べ

田　辺　
こ う じ

孝　二 （1952年２月１日生） 再 任 社外
独立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1975 年 ４月 通商産業省（現経済産業省）入省
2002 年 ７月 経済産業省調査統計部長
2005 年 ４月 東京工業大学大学院イノベーションマネジメント

研究科教授
2012 年 ２月 日本アジアグループ株式会社取締役（現任）
2017

2019
2021

年

年
年

４

６
１

月

月
月

東京工業大学名誉教授
同大学環境・社会理工学院特任教授（現任）
当社社外取締役（現任）
イントロン・スペース株式会社取締役（現任）

所有する
当社の株式数 0株

当期における
取締役会への
出席状況

19／19
(100％)

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
長年にわたり経済産業省に勤務したのち東京工業大学教授として務めており、特にイノベーションマネ
ジメントにおける高い専門性と豊富な経験を当社の経営に活かしていただくことを期待し、引き続き社
外取締役候補者といたしました。また、同氏が再任された場合は、引き続き、当社任意の指名・報酬委
員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について客観的・中立的立場で関与いた
だく予定です。なお、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、２年となります。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 平野英治氏及び田辺孝二氏の両氏は、社外取締役候補者であります。また、両氏は当社が定める「社

外取締役の独立性判断基準」（17頁）の要件を満たしております。
３．当社は、平野英治氏及び田辺孝二氏の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

指定し、同取引所に届け出ております。両氏が再任された場合には、引き続き両氏を独立役員として
届け出る予定であります。

４．平野英治氏及び田辺孝二氏の両氏と当社は、会社法第427条第１項に基づき、当社への会社法第423
条第１項の損害賠償責任について、当社への損害賠償責任を法が定める最低責任限度額を限度とする
責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であ
ります。

５．当社は、会社法第430条の３第１項に基づき、監査等委員である取締役を含む取締役全員を被保険者
として、役員等賠償責任保険契約（D&O保険契約）を保険会社との間で締結しています。当該保険契
約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害
賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されます。ただし、
法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の
免責事由があります。なお、当該保険の保険料につきましては、取締役会の承認及び社外取締役の同
意を踏まえ、会社負担としております。

　　各取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。
　　また、当該保険契約は2022年2月の更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 10 －

取締役選任議案
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第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりま
す。
　つきましては、改めて監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じ
ます。
　なお、監査等委員である取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバ
ーの過半数を占める当社の任意の指名・報酬委員会の答申を経ております。
　また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

1.
く に も と

国　元　　　
あきら

晃 （1955年10月17日生） 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1980 年 ４月 当社入社
2007 年 ６月 当社取締役アライドリング社取締役社長
2009 年10月 当社取締役リング技術開発部長
2010 年10月 当社取締役技術管理部長
2016 年 ６月 当社執行役員技術委員会委員長兼技術管理部長
2019
2019

年
年

４
6

月
月

当社参与
当社監査等委員である取締役（現任）

所有する
当社の株式数 5,700株

当期における
監査等委員会
への出席状況

13／13
(100％)

当期における
取締役会への
出席状況

19／19
(100％)

【監査等委員である取締役候補者とした理由】
長年にわたり技術管理部門を牽引し、当社の研究開発・設備投資の管理と、技術開発体制の構築に貢献
してまいりました。また、海外グループ会社経営の実績もあり、その高度な専門的知識と経験を当社の
監査に活かしたく、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。

－ 11 －

監査等委員である取締役選任議案
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2.
い わ む ら

岩　村　
し ゅ う じ

修　二 （1949年９月16日生） 再 任 社外
独立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1976 年 ４月 検事任官
2010 年 ６月 仙台高等検察庁検事長
2011 年 ８月 名古屋高等検察庁検事長
2012 年 ７月 退官
2012 年10月 弁護士登録

長島・大野・常松法律事務所顧問
2013 年 ６月 当社社外監査役
2015 年 ３月 キヤノン電子株式会社社外監査役（現任）
2015 年 ６月 株式会社北海道銀行社外監査役（現任）
2017 年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査

委員（現任）
2018
2019
2020
2021

年
年
年
年

６
６
1
４

月
月
月
月

林兼産業株式会社社外取締役（現任）
当社監査等委員である社外取締役（現任）
東京フレックス法律事務所所属弁護士
T&K法律事務所所属弁護士（現任）

所有する
当社の株式数 0株

当期における
監査等委員会
への出席状況

13／13
(100％)

当期における
取締役会への
出席状況

18／19
(94.7％)

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、検事や弁護士としての経験
と知識、他社の監査役の経験も有することから、これを当社の監査に活かしていただくことを期待し、
引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、同氏が再任された場合は、引き続
き、当社任意の指名・報酬委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について客
観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時を
もって、２年となります。加えて、同氏は過去６年間、当社の社外監査役であったことがあります。

－ 12 －

監査等委員である取締役選任議案
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3.
ほ ん  だ

本　多
 

　
 

　
 

　
おさむ

修 （1958年３月４日生） 新 任 社外
独立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1981 年 ４月 株式会社日本興業銀行入行
2009 年 ４月 みずほ証券株式会社執行役員

経営企画グループ人事部長
2011 年 ６月 日本証券代行株式会社取締役副社長
2012 年 ６月 日本電子計算株式会社取締役
2015 年 ６月 株式会社証券ジャパン取締役専務執行役員
2017 年 ６月 株式会社ニッチツ代表取締役専務取締役
2019

2021

年

年

6

６

月

月

株式会社ニッチツ代表取締役副社長
（2021年6月退任予定）
株式会社栗本鐵工所社外監査役（就任予定）

所有する
当社の株式数 0株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
金融機関における長年の経験から、財務等に関する豊富な経験と高度な専門的知識、他社の経営の経験
も有することから、これを当社の監査に活かしていただくことを期待し、監査等委員である社外取締役
候補者といたしました。
また、同氏の選任が承認された場合は、当社任意の指名・報酬委員会の委員として当社の役員候補者の
選定や役員報酬等の決定について客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．岩村修二氏及び本多修氏の両氏は、社外取締役候補者であります。また、両氏は当社が定める「社外

取締役の独立性判断基準」（17頁）の要件を満たしております。
　　　３．本多修氏は、2002年３月まで株式会社みずほ銀行、2011年６月までみずほ証券株式会社の業務執行

者でありました。当社と２社は取引がありますが、取引額は当社及び２社それぞれの連結売上高の
１％未満であり、株式会社みずほ銀行からの借入れ額は当社の連結資産の２％を超えておりません。
また、株式会社みずほ銀行は当社の株主ですが、その保有株式は全体の10％未満です。

　　　　　いずれも当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」（17頁）の要件を満たし、監査等委員である
社外取締役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

４．当社は、岩村修二氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届
け出ております。同氏が選任された場合には、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定でありま
す。また、本多修氏が選任された場合には、新たに同氏を独立役員として届け出る予定であります。

－ 13 －

監査等委員である取締役選任議案
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５．国元晃氏及び岩村修二氏の両氏と当社は、会社法第427条第１項に基づき、当社への会社法第423条
第１項の損害賠償責任について、当社への損害賠償責任を法が定める最低責任限度額を限度とする責
任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であり
ます。また、本多修氏の選任が承認された場合には、同氏と当社は、同様の責任限定契約を締結する
予定であります。

６. 当社は、会社法第430条の３第１項に基づき、監査等委員である取締役を含む取締役全員を被保険者
として、役員等賠償責任保険契約（D&O保険契約）を保険会社との間で締結しています。当該保険契
約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害
賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されます。ただし、
法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の
免責事由があります。なお、当該保険の保険料につきましては、取締役会の承認及び社外取締役の同
意を踏まえ、会社負担としております。

　　各監査等委員である取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれること
になります。

　　また、当該保険契約は2022年2月の更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 14 －

監査等委員である取締役選任議案
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第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
　監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠
の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
　当該補欠の監査等委員である取締役につきましては、監査等委員である取締役が法令
に定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存任期とします。
　なお、候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占める当社
の任意の指名・報酬委員会の答申を経ております。
　また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

もり

森
 

　
 

　　
か ず ひ ろ

和　廣 （1946年10月７日生） 社 外

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1969 年 ４月 株式会社日立製作所入社
2003 年 ６月 株式会社日立製作所執行役
2007 年 １月 株式会社日立製作所代表執行役、執行役副社長
2010 年 ６月 日立キャピタル株式会社取締役会長、社外取締役
2013 年 ６月 株式会社日立ハイテクノロジーズ取締役会長、

社外取締役
2014 年 ６月 いすゞ自動車株式会社社外取締役
2018
2018

年
年

６
12

月
月

株式会社リコー社外取締役（現任）
学校法人東洋大学理事（現任）

所有する
当社の株式数 0株

【補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
グローバル企業における豊富な経験と幅広い識見を有することから、これを当社の監査に活かしていた
だくことを期待し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．森和廣氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。なお、当社は2016年６月24日

開催の第92回定時株主総会より同氏を補欠の社外監査役として、2019年6月21日開催の第95回定時
株主総会より同氏を補欠の監査等委員である社外取締役として選任しております。

－ 15 －

補欠の監査等委員である取締役選任議案
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３．森和廣氏は2013年3月まで株式会社日立製作所の業務執行者、2018年6月までいすゞ自動車株式会
社の社外取締役であり、現在は株式会社リコーの社外取締役であります。当社と、株式会社日立製作
所、いすゞ自動車株式会社、株式会社リコーの３社とはそれぞれ製品の販売等の取引がありますが、
取引額は当社及び３社それぞれの連結売上高の１％未満と僅少です。また、株式会社日立製作所のグ
ループに属している日立金属商事株式会社は当社の株主ですが、その保有株式は全体の10％未満で
す。

　　いずれも当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」（17頁）の要件を満たし、監査等委員である
社外取締役としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

４．森和廣氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合には、同氏と当社は会社法第427条第１項
に基づき、当社への損害賠償責任を法が定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する
予定であります。

５．当社は、会社法第430条の３第１項に基づき、監査等委員である取締役を含む取締役全員を被保険者
として、役員等賠償責任保険契約（D&O保険契約）を保険会社との間で締結しています。当該保険契
約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害
賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されます。ただし、
法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の
免責事由があります。なお、当該保険の保険料につきましては、取締役会の承認及び社外取締役の同
意を踏まえ、会社負担としております。

　　森和廣氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれる
ことになります。

－ 16 －

補欠の監査等委員である取締役選任議案
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（ご参考）社外取締役の独立性判断基準
当社は経営の客観性・透明性を確保するために、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される
者を、独立性を有する社外取締役として選任します。

１．当社グループの業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及
び使用人をいう。以下同じ。）または過去10年間において当社グループの業務執行者であった
者

２．当社の現在の主要株主（当社の直近の事業年度末において、自己または他人の名義をもって議
決権ベースで10％以上を保有する株主）またはその業務執行者

３．次のいずれかに該当する当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
①　当社グループが製品等を提供している取引先であって、直近事業年度において当社の年間連

結売上高の２％以上の支払いを当社に行っている者
②　当社グループに対して製品等を提供している取引先であって、直近事業年度においてその者

の年間連結売上高の２％以上の支払いを当社から受けた者
③　当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その実質借入金残高（預金相殺後）

が当社直近３事業年度末において当社の連結総資産の２％を超える者
４．当社またはその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
５．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※を得ているコンサルタント、弁護

士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者（法人、組合等の団体である場合は、当該団
体に所属する者）

６．当社グループから多額の寄付（直近事業年度において年間１千万円を超える場合をいう）を受
けている者（法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）

７．当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
８．上記２から７のいずれかに過去５年間において該当していた者
９．上記１から７までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
10. 当社における社外役員在任期間が通算で10年を超える者
11. その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外取締役として職務を果た

せないと合理的に判断される事情を有している者

※「多額の金銭その他の財産」とは、専門的サービスを提供する者が、
個人の場合：直近事業３年度において平均して年間１千万円を超えるもの
団体の場合：直近３事業年度において平均して当該団体の連結売上高もしくは年間総収入額の２％を超え

るもの

－ 17 －

（ご参考）社外取締役の独立性判断基準
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（ご参考）本総会終結後の役員一覧
本総会の第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び第３号議案
「監査等委員である取締役３名選任の件」が原案通り承認可決されますと、本総会終結後の当社役
員は以下の通りとなります。

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 伊 藤 　 薫 取締役会議長、ＣＥＯ（最高経営責任者）

代 表 取 締 役 社 長 前 川 泰 則 ＣＯＯ（最高執行責任者）、経営管理本部長、営
業本部長、デジタル変革（ＤＸ）推進部長

取 締 役 渡 辺 孝 栄
常務執行役員、ＣＴＯ（最高技術責任者）、技術
統括本部長、品質保証担当、精機部品事業担当、
熱エンジニアリング事業担当、ＥＭＣ事業担当

取 締 役 大 橋 　 尚
常務執行役員、情報（ＩＴ）担当、グローバル調
達担当、樹脂製品事業担当、キャスティング事業
担当、舶用・産業用事業担当、カムシャフト事業
担当、柏崎事業所長

社 外 取 締 役 平 野 英 治 メットライフ生命保険株式会社取締役副会長
株式会社ＮＴＴデータ社外取締役

社 外 取 締 役 田 辺 孝 二
日本アジアグループ株式会社取締役
東京工業大学環境・社会理工学院特任教授
イントロン・スペース株式会社取締役

取 締 役
（ 常 勤 監 査 等 委 員 ） 国 元 　 晃

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 岩 村 修 二

キヤノン電子株式会社社外監査役
株式会社北海道銀行社外監査役
年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監
査委員
林兼産業株式会社社外取締役
T&K法律事務所所属弁護士

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 本 多 　 修 　株式会社栗本鐵工所社外監査役

　※ 渡辺孝栄は2021年６月25日付でＣＴＯ（最高技術責任者）に就任します。
以　上

－ 18 －

ご参考
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（添付書類）

事　 業　 報　 告
（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果

2020年度は年度初から新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、全世界で経済活動に大き
な影響を与えました。

当連結会計年度における世界経済は、欧米は第３四半期以降は回復が見られましたが、第２四
半期の大幅減をカバーしきれず、通期では前年度比マイナス成長となりました。中国は新型コロ
ナウイルス感染症の抑え込みが功を奏し、2020年度のGDPは前年比＋2.3％となり、プラス成
長を維持しました。

わが国経済は、第２四半期、第３四半期は回復が見られましたが、第４四半期は再びマイナス
成長となり、通期では前年度比4.6％減とリーマンショック時を上回るマイナスとなりました。

当社グループと関連の深い自動車産業の通期(日本、インドは４月～３月、それ以外は１月～
12月)の世界合計の生産台数は前年同期比約15％の減少となり、日本も約16％の減少となりま
した。

このような状況のなか、当連結会計年度における当社グループ売上高は、上期の大幅落ち込み
後、下期は国内外ともに回復し、年度合計では69,720百万円（前期比17.5％減）となりまし
た。利益面では、販売減が大きく影響するなか経費削減をはじめ様々な合理化策を推進したこと
で下期は損益が改善し、営業利益2,728百万円（前期比47.9％減）、経常利益4,323百万円（前
期比27.5％減）と通期では黒字を確保しましたが、前年比では減益となりました。親会社株主
に帰属する当期純利益は、希望退職者募集に伴う費用などを事業構造改革費用として特別損失に
計上したこと等により1,880百万円（前期比46.5％減）となりました。

－ 19 －

事業の経過及びその成果
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⑵　設備投資等の状況
　当連結会計年度に当社グループが実施しました設備投資の総額は3,664百万円であり、主なも
のは次のとおりであります。
①　当連結会計年度中に完成した主要設備

・当社柏崎事業所
機械加工設備・表面処理設備の増設（自動車・産業機械部品事業）

・当社熊谷事業所
機械加工設備・表面処理設備の増設（自動車・産業機械部品事業）

・P.T.パカルティリケンインドネシア
機械加工設備の増設（自動車・産業機械部品事業）

②　当連結会計年度継続中の主要設備の新設、充実
・当社柏崎事業所

機械加工設備・表面処理設備の増設（自動車・産業機械部品事業）
・当社熊谷事業所

機械加工設備・表面処理設備の増設（自動車・産業機械部品事業）
・P.T.パカルティリケンインドネシア

機械加工設備の増設（自動車・産業機械部品事業）
・理研汽車配件

機械加工・表面処理設備の新・増設（自動車・産業機械部品事業）

③　当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失
・旧社宅地の売却

⑶　資金調達の状況
　当連結会計年度において、特記すべき事項はありません。

－ 20 －

設備投資等の状況、資金調達の状況
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⑷　対処すべき課題
2021年度の世界経済は、世界的なコロナショックから回復を促すための各国積極財政支援、ワ

クチン接種促進等が奏効し、2020年度の大きな落ち込みから回復に向かう見通しです。一方で、
ウイルス変異株流行への懸念は未だ世界中で払拭されておらず、また、中長期的な事業環境につき
ましても、各国の通商政策における保護主義の台頭や欧州における不透明な政治情勢など政治・経
済両面で様々な懸念事項が指摘されている状況にあります。

当社グループと関連の深い自動車産業につきましては、電気自動車等環境対応車の増加や自動運
転等の技術開発が進展するなど「100年に一度の大変革期」と言われるなかで、新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響による「社会の変容」が一気にスピードを増し、大きな質的変化を伴いながら
グローバル市場が拡大していくものと予想しております。

電気自動車等環境対応車が増加し、自動車の動力の多様化が進む中で、当社は内燃機関搭載車の
ピークアウト時期を2030年代前半頃と想定しており、斯かるピークアウトを乗り越え社業を発展
させていくために「コア事業のコスト競争力強化」、「危機に対応した経営基盤再構築」と「非内
燃機関の次世代新事業の拡大」を進めていく方針です。

「コア事業のコスト競争力強化」につきましては、ピストンリング等の既存エンジン部品の勝ち
残りを目指すとともに、非自動車関連の既存事業の拡大とコスト競争力強化を目指します。2020
年代半ばまでは、ビジネスと利益の拡大、経営資源のシフト、最適生産体制の構築をキーワードに
国内外の投資を効率化します。その後2030年代前半までは、日本国内・海外ともに、増産投資は
厳しくコントロールし、合理化投資及び省力化投資を推進していく方針としております。

「危機に対応した経営基盤再構築」につきましては、昨年度に実施した希望退職募集などを通じ
て改革した事業構造をより一層強化し、新型コロナウイルス感染症の収束後も見据え一層の体質改
善を図る目的で、操業体制見直しや合理化・生産性の一層の向上に加え、聖域のない選択と集中な
ど従来より踏み込んだ労務費・経費等固定費削減を継続し、また、ＤＸ（デジタル・トランスフォ
ーメーション）による業務改革も進めてまいります。

「非内燃機関の次世代新事業の拡大」につきましては、当社と同じ自動車部品製造企業に限らず
他社との提携・共同開発を推進しオープンイノベーションを追求することにより、主に次世代自動
車に対応した新製品開発及び非自動車新事業の創出を一層スピードアップしてまいります。

更に、脱炭素化を目指して努力する我が国産業界の中にあって、当社も設備更新等を通じた製造
過程に於ける二酸化炭素排出削減や、製品寿命期間に排出する二酸化炭素量を圧縮するための製品
性能向上を目指し、不断の努力を続けて参ります。

こうした諸施策を進めていくことにより、当社の競争力を強化し、またＳＤＧｓやカーボン・ニ
ュートラルへの対応を図ることで、当社の企業価値を継続的に高めていくよう努めます。

－ 21 －

対処すべき課題
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⑸　財産及び損益の状況の推移
①　企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分 第94期
（2017年度）

第95期
（2018年度）

第96期
（2019年度）

第97期
（2020年度）
【当連結会計年度】

売 上 高 (百万円) 87,583 90,366 84,530 69,720

経 常 利 益 (百万円) 8,379 7,860 5,964 4,323
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (百万円) 4,386 4,979 3,517 1,880

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 446.11 505.32 355.26 189.05

総 資 産 額 (百万円) 112,266 110,054 107,920 110,544

純 資 産 額 (百万円) 77,328 77,253 75,905 80,142

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 7,323.39 7,250.22 7,059.13 7,507.92

②　当社の財産及び損益の状況の推移

区 分 第94期
（2017年度）

第95期
（2018年度）

第96期
（2019年度）

第97期
（2020年度）
【当事業年度】

売 上 高 (百万円) 60,775 61,103 53,414 46,099

経 常 利 益 (百万円) 3,584 4,075 2,623 2,012

当 期 純 利 益 (百万円) 1,739 3,138 2,293 1,030

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 176.97 318.50 231.63 103.58

総 資 産 額 (百万円) 72,227 70,822 68,820 69,314

純 資 産 額 (百万円) 42,286 43,250 42,616 44,627

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 4,272.46 4,355.82 4,280.02 4,487.84

－ 22 －

財産及び損益の状況の推移
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⑹　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社及び関連会社の状況
　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社リケンキャステック 200百万円 直接 100.0％ 自動車用鋳造部品等の製造
P . T . パ カ ル テ ィ リ ケ ン
イ ン ド ネ シ ア 4,150百万ルピア 直接　40.0％ 自動車用鋳造部品等の製造

理研汽車配件（武漢）有限公司 19,000千米ドル 直接　60.0％ 自動車関連部品の製造

リ ケ ン メ キ シ コ 社 620百万ペソ 間接 100.0％ 自動車関連部品の製造

リ ケ ン オ ブ ア メ リ カ 社 250千米ドル 間接 100.0％ 当社製品の北米地区の販売

ユ ー ロ リ ケ ン 社 664千ユーロ 直接 100.0％ 当社製品の欧州地区の販売

③　企業結合の成果
　上記の重要な子会社６社を含む当連結会計年度の売上高は69,720百万円（前期比17.5％
減）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,880百万円（前期比46.5％減）となりました。

⑺　主要な事業内容（2021年３月31日現在）
　当社グループは、ピストンリング、カムシャフトを始めとした自動車・産業機械部品と鋼管用継
手、電熱線等のその他産業向け製品の製造・販売を主要な事業（下記参照）としており、国内及び
海外にてグローバルに展開しております。

自動車・産業機械部品事業…………ピストンリング、カムシャフト、バルブリフター、バルブシ
ート、シールリング、素形材部品等

その他…………………………………鋼管用継手、ステンレス管用継手、電熱線、工業炉、電波暗
室、電波吸収体等

－ 23 －

重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容
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⑻　主要な営業所及び工場（2021年３月31日現在）
（国内営業拠点）

当社本社（東京都千代田区）、当社札幌営業所（北海道札幌市）、当社仙台営業所（宮城県仙
台市）、当社神奈川営業部（神奈川県厚木市）、当社浜松営業部（静岡県浜松市）、当社名古
屋営業部（愛知県名古屋市）、当社大阪営業部（大阪府大阪市）、当社広島営業部（広島県広
島市）、当社福岡営業所（福岡県福岡市）、理研商事㈱（東京都千代田区）

（国内生産拠点）
当社柏崎事業所（新潟県柏崎市）、当社熊谷事業所（埼玉県熊谷市）、㈱リケンキャステック
（新潟県柏崎市）、理研機械㈱（新潟県柏崎市）、日本メッキ工業㈱（新潟県柏崎市）、柏崎
ピストンリング㈱（新潟県柏崎市）、㈱リケンＥＰ（新潟県柏崎市)、㈱リケン環境システム
（埼玉県熊谷市）、㈱リケンヒートテクノ（埼玉県熊谷市）、㈱リケンブラザー精密工業（愛
知県知立市)

（海外営業拠点）
リケンオブアメリカ社（アメリカ）、ユーロリケン社（ドイツ）、PT.リケンオブアジア（イ
ンドネシア）、リケンセールスアンドトレーディング（タイ）社（タイ）

（海外生産拠点）
P.T.パカルティリケンインドネシア（インドネシア）、理研汽車配件（武漢）有限公司（中
国）、理研密封件（武漢）有限公司（中国）、リケンメキシコ社（メキシコ）、台湾理研工業
股份有限公司（台湾）、サイアムリケン社（タイ）、シュリラムピストンアンドリング社（イ
ンド）、厦門理研工業有限公司（中国）、南京理研動力系統零部件有限公司（中国）

－ 24 －

主要な営業所及び工場
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⑼　従業員の状況（2021年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

当 連 結 会 計 年 度 末 従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
名 名

4,358 減　133

②　当社の従業員の状況
当 事 業 年 度 末
従 業 員 数

前 事 業 年 度 末
比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

名 名 歳 年
1,260 減 166 41.2 17.3

⑽　主要な借入先（2021年３月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高 （ 百 万 円 ）

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 3,150

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,250

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 1,760

株 式 会 社 第 四 北 越 銀 行 1,250

－ 25 －

従業員の状況、主要な借入先
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２．会社の株式に関する事項（2021年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 20,000,000株

⑵　発行済株式の総数 10,648,466株（自己株式数685,072株を含む。）

⑶　株主数 9,442名（自己株式保有株主１名を含む。）

⑷　大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 647 6.50
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 486 4.88
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 428 4.31
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 385 3.87
株 式 会 社 第 四 北 越 銀 行 320 3.21
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 261 2.63
日 立 金 属 商 事 株 式 会 社 256 2.57
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 255 2.56
リ ケ ン 柏 崎 持 株 会 207 2.09
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社 190 1.91

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑸　当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況
当事業年度に交付した株式報酬の内容は次の通りです。
　2020年７月31日付の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うこ
とについて、下記の通り決議いたしました。

取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計
株式数 交付対象者数

取締役
（社外取締役及び監査等委員であ

る取締役を除く。）
15,500株 3名

－ 26 －

会社の株式に関する事項
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３．会社役員に関する事項
⑴　取締役の氏名等（2021年３月31日現在）
会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 伊 藤 　 薫 ＣＥＯ

代 表 取 締 役 社 長 前 川 泰 則 ＣＯＯ

取 締 役 ド ナ ル ド 　 Ｅ ． マ ク ナ ル テ ィ リケンオブアメリカ社取締役会長

取 締 役 早 坂 茂 昌
常務執行役員、精機部品事業担当、配管機器事業
担当、熱エンジニアリング事業担当、ＥＭＣ事業
担当、神奈川営業担当、熊谷事業所総括

社 外 取 締 役 平 野 英 治
メットライフ生命保険株式会社取締役副会長
株式会社ＮＴＴデータ社外取締役
年金積立金管理運用独立行政法人経営委員長

社 外 取 締 役 田 辺 孝 二
日本アジアグループ株式会社取締役
東京工業大学環境・社会理工学院特任教授
島崎電機株式会社監査役
イントロン・スペース株式会社取締役

社 外 取 締 役
（ 常 勤 監 査 等 委 員 ） 広 井 秀 美

取 締 役
（ 常 勤 監 査 等 委 員 ） 国 元 　 晃

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 岩 村 修 二

キヤノン電子株式会社社外監査役
株式会社北海道銀行社外監査役
年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監
査委員
林兼産業株式会社社外取締役
東京フレックス法律事務所所属弁護士

－ 27 －

会社役員に関する事項
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※１．社外取締役は、下記のとおりです。
平野　英治
田辺　孝二

※２．社外取締役（監査等委員）は、下記のとおりです。
広井　秀美
岩村　修二

※３．メットライフ生命保険株式会社と当社との間には特別の関係はありません。
※４．株式会社ＮＴＴデータと当社との間には特別の関係はありません。
※５．年金積立金管理運用独立行政法人と当社との間には特別の関係はありません。
※６．日本アジアグループ株式会社と当社との間には特別の関係はありません。
※７．東京工業大学と当社との間には特別の関係はありません。
※８．島崎電機株式会社と当社との間には特別の関係はありません。
※９．イントロン・スペース株式会社と当社との間には特別の関係はありません。
※10．キヤノン電子株式会社と当社との間には特別の関係はありません。
※11．株式会社北海道銀行と当社との間には特別の関係はありません。
※12．林兼産業株式会社と当社との間には特別の関係はありません。
※13．東京フレックス法律事業所と当社との間には特別の関係はありません。
※14．当社と社外取締役平野英治、田辺孝二、社外取締役（監査等委員）広井秀美、岩村修二及

び取締役（監査等委員）国元晃は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条
第1項の賠償責任に関し、法が定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結し
ております。

※15．当社は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監
査の実効性を高めることを目的として、常勤の監査等委員を置いております。

※16．当社は、平野英治氏、田辺孝二氏、広井秀美氏及び岩村修二氏を東京証券取引所の定めに
基づく独立役員に選任しております。

－ 28 －
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⑵　取締役の報酬等の額
①役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　役員報酬に関して、2019年６月21日開催の株主総会において以下の決議がなされておりま
す。
　当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は８名、監査等委員であ
る取締役は３名です。

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）　　「年額400百万円以内（役員賞与を含む）」
・監査等委員である取締役　　　　　　　　　　　「年額60百万円以内」
・株式報酬（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）　「年額100百万円以内」

　定款にて、取締役は（監査等委員である取締役を除く。）は10名以内とし、監査等委員であ
る取締役は５名以内と定めております。2021年３月31日現在、取締役（監査等委員である取締
役を除く。）は６名、監査等委員である取締役は３名です。

　当社は、2021年３月24日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
a. 基本方針
　当社の役員報酬制度においては、各役位に対して総報酬の基準額（以下、「基準総報酬額」と
いう。）を定め、報酬額の各水準については、外部の報酬コンサルタントによる報酬調査結果に
おける国内上場企業の中位をベンチマークとして、基準額水準の妥当性を指名・報酬委員会にお
いて毎年検証を行う。
　基準総報酬額は、固定報酬と業績連動報酬である現金賞与と株式報酬により構成する。
　なお、監査等委員である取締役および社外取締役ならびに年俸制をとる外国籍の取締役は、固
定報酬のみの支給とする。
b. 報酬等（業績に連動しない金銭報酬）の額またはその算定方法の決定に関する方針（報酬等
を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
固定報酬（現金）は、役位に基づく基準総報酬額をベースに予め基準額を定め、月例で支給す
る。
c. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方
針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
　短期業績連動報酬である現金賞与は、中期経営計画および単年度経営計画の連結経常利益額目
標値を評価指標とする「会社業績評価」および各役員の「個人業績評価」の結果算定される評価
係数を、役位に基づく基準総報酬額をベースに予め定めた基準額に乗じることにより決定し、毎
年、一定の時期に支給する。

－ 29 －

会社役員に関する事項
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＜短期業績連動報酬支給額の算定式＞
・現金賞与 = 現金賞与基準報酬額 × 会社業績評価係数 × 個人業績評価係数

　非金銭報酬等として、株主との利益意識の共有と中長期での目標達成への動機づけを目的とし
て、業績に基づき変動するインセンティブ報酬である株式報酬（譲渡制限付株式）を導入し、株
式報酬（譲渡制限付株式）は、「譲渡制限期間」の異なる以下２種類を設定する。
①譲渡制限付株式Ⅰ型：2年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間
②譲渡制限付株式Ⅱ型：30年間
株式報酬（譲渡制限付株式）は、役位に基づく基準総報酬額をベースに予め基準額を定め、毎
年、一定の時期に支給する。

d. 報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針

種類別報酬額比率は以下の通りとする。

役員区分

役員報酬の構成比

合計
金銭報酬 株式報酬

固定報酬
短期業績連動 長期業績連動

賞与 株式Ⅰ 株式Ⅱ
取締役 62% 13% 11% 14% 100%

（注）1：社外取締役および監査等委員である取締役ならびに外国籍の取締役は除く。
（注）2：この表は、業績連動報酬の支給額について、当社が定める基準額100%分を支給した

場合のモデルであり当社の業績および株価の変動等に応じて上記割合も変動する。

e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　個人別の役員報酬については、取締役（監査等委員である者を除く。）と監査等委員である取
締役を区別し、取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬は、指名・報酬委員会での審議の
うえ取締役会にて決定し、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議に
て決定する。

－ 30 －
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②当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断
した理由
　取締役の個人別の報酬等については、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会
において審議し、同委員会の勧告に基づき取締役会において決議しております。
　指名・報酬委員会は、審議にあたり、取締役の個人別の報酬等の内容について、業種及び当社
における他の役職員の報酬の水準等を考慮するとともに、当該内容が決定方針に沿うものである
か整合性を含め検討を行っております。また、取締役会においても取締役の個人別の報酬等の内
容が決定方針に沿うものであるかを確認し、個別の報酬額について決定しております。

③当事業年度に係る報酬等の総額

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象とな
る役員の
員数
（名）

固定報酬 賞与
ストック・
オプション

譲渡制限付
株式報酬

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

193
(12)

129
(12)

18
(－)

－
(－)

45
（－)

8
(2)

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

42
(24)

42
(24)

－
(－)

－
(－)

－
(－)

3
(2)

合計
（うち社外取締役）

235
(36)

171
(36)

18
(－)

－
(－)

45
(－)

11
(4)

当該事業年度に係る役員賞与については次のとおりであり、上記報酬等の額に含まれております。
・2021年６月支給予定の役員賞与

取締役18百万円 （うち社外－百万円）
なお、2020年６月支給の役員賞与について、新型コロナウイルス感染症の拡大による厳しい事
業環境への対応の一環として、一部を2020年11月と12月の２回に分けて、自主返納いたしまし
た。
会長・社長…30％、常務執行役員・執行役員…20％

　当社役員報酬制度において、取締役報酬は、固定報酬としての月例報酬と、業績連動報酬（社
外取締役および監査等委員である取締役を除く。）としての現金賞与と株式報酬（譲渡制限付株
式）で構成されます。各役位に応じた固定報酬、現金賞与、株式報酬の金額は、各役位に対する
総報酬の基準額をベースに予め基準額として定めております。
　基準賞与額をベースに算定すると、固定報酬と業績連動報酬の比率は概ね６：４となります。
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　株式報酬（譲渡制限付株式）は、現在譲渡制限期間を２年間とする株式Ⅰ型、および譲渡制限
期間を30年間とする株式Ⅱ型の、「譲渡制限期間」が異なる２種類を設定しております。株式
Ⅰ型は短期業績連動報酬である現金賞与を補完し、かつ会社業績と株価への意識を高める目的
で、また株式Ⅱ型は実際上は当社役員が取締役および執行役員のいずれの地位からも退任した時
点で制限解除するもので長期の業績連動報酬としての目的で、年１回支給しております。
　現金賞与については、「会社業績評価」および各役員の「個人業績評価」の結果算定される評
価係数を各役位の基準賞与額に乗じることにより決定されます。「会社業績評価」は、中期経営
計画と単年度経営計画の連結経常利益額目標値を評価指標として、重大な事故・不祥事・特別損
失等が発生した場合は、事態の重大性を勘案して基準賞与額を調整します。また「個人業績評
価」は、重要三課題、定量目標、定性評価項目の達成度を基準に、経営への貢献度を５段階評価
でＣＥＯが総合評価を行います。連結経常利益額目標値を評価指標として選択した理由は、臨時
的かつ一過性の損益項目である特別損益を除外した経常利益が、会社の実力を示す指標として適
切と判断したためです。
　2020年度の中期経営計画と単年度経営計画の連結経常利益額目標値は夫々1,000百万円と
2,900百万円に対して、連結経常利益額実績は4,323百万円となり目標値を超えました。しか
し、単年度経営計画において前年度実績値を下回る場合は増額しないこと、併せて特別損失を計
上したことから、「会社業績評価」の評価係数は△16%となりました。
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⑶　社外役員に関する事項
　平野取締役は、当事業年度に開催された取締役会19回の全てに出席いたしました。日本銀行、
トヨタファイナンシャルサービス等における豊富な経験・識見を基に、主に国際金融・財務等に
関する専門的見地から意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役
割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員長として、当事業年度の開催された委員
会５回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程
における監督機能を主導しております。
　田辺取締役は、当事業年度に開催された取締役会19回の全てに出席いたしました。経済産業
省、東京工業大学等における豊富な経験・識見を基に、主にイノベーションマネジメント及び技
術経営に関する専門的見地から意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための
適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度の開催され
た委員会５回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決
定過程における監督機能を果たしております。
　広井取締役（監査等委員）は、当事業年度に開催された取締役会19回の全てに、また、監査
等委員会13回の全てに出席いたしました。金融機関における財務等に関する経験、他社の経営
と監査役の経験・識見等を基に、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の発言を行っており、監査等委員会においても、当社の監査について適宜、必要な発言を行って
おります。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度の開催された委員会５回の全てに
出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機
能を果たしております。
　岩村取締役（監査等委員）は当事業年度に開催された取締役会19回のうち18回に、また、監
査等委員会13回の全てに出席いたしました。検事や弁護士としての豊富な経験と識見、他社の
監査役の経験等を基に、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を
行っており、監査等委員会においても、当社の監査について適宜、必要な発言を行っておりま
す。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度の開催された委員会５回の全てに出席
し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を
果たしております。
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４．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①　公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 54百万円
②　公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬等の額 4百万円
③　当社及び当社の連結子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の

合計額
58百万円

（注）１．当該金額について、当社の監査等委員会は、会計監査人から監査計画（監査方針、監
査項目、監査予定時間等）の説明を受けた後、その内容及び報酬見積の額について、前期の
実績評価を踏まえ、前期の計画と実績・報酬総額・時間当たり報酬単価等との比較検討及び
経理部門の情報、見解の確認等を行い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第
399条第1項の同意を行っております。

　　　２．当社の重要な子会社のうち、海外子会社については、当社の会計監査人以外の監査法
人の監査を受けております。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると判断
したときは、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任することになります。
　また、当社の監査等委員会は、当社都合の場合若しくは会計監査人の適格性を害する事由の発
生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、株主総会に提出する会計監査人の
解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該議案について決議するための株主
総会の招集を決定することになります。
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５．株式会社の支配に関する基本方針
　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容、基本方針の
実現に資する取組み及び「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」の内容は次のとおりであ
ります。
＜当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針＞

⑴　基本方針の内容
　当社は、上場会社として、当社の株主の在り方について、株主は市場での自由な取引を通じて
決まるものと考えています。したがって、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応ずるかど
うかの最終的な判断も、株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えます。
　しかし、株式の大規模買付行為等の中には、その目的等からみて株主に株式の売却を事実上強
要するおそれのあるもの、当社の取締役会や株主が買付内容について判断するための合理的に必
要となる時間や情報を提供しないもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するお
それのあるものもありえます。このような不適切な大規模買付行為等を行う者は、例外的に、当
社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えます。

⑵　基本方針の実現に資する取組み
　当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社に投資を継続して頂くために、当社の企業価値
ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、次の施策を実施しています。
　これらの取組みは、上記⑴の基本方針の実現にも資するものと考えています。

＜経営理念及び中期経営計画の推進による企業価値向上＞
　当社の創業は、1927年、当時の「理化学研究所」で発明されたピストンリングの製造法の事
業化に始まり、以後ピストンリングを軸に、カムシャフトをはじめとした内燃機関部品、自動車
や産業機械向けの鋳鉄部品、配管用機材、更には熱エンジニアリング事業、ＥＭＣ事業など多岐
にわたる製品を供給し、グローバルに事業を展開してまいりました。当社では、以下のグループ
経営理念及び「顧客第一・法令遵守・基本重視・オープン・アクティブ・スピード」を行動指針
として定め、中期経営計画、年度計画を展開し、お客様のグローバルな競争力強化に対応し、品
質・技術・価格面での高い要求水準に適った製品の開発、販売に努めています。
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＜経営理念＞
・私たちは地球環境を守り、社会に貢献する企業市民であり続けます
・私たちは株主の資本を効率的に活用し、グローバルに企業価値を創造します
・私たちは知識の向上と技術の革新を心がけ、世界のお客様に感動を与える製品を提供します
・私たちは高い志と広い視野を持って、常に変革を遂げていきます

＜コーポレート・ガバナンス（企業統治）の充実による企業価値向上＞
　当社は、経済、環境、社会等の幅広い分野における責任を果たすことにより、継続的に企業価
値を高めていくことを目指し、コーポレート・ガバナンスの確立を経営上の重要課題と位置付け
ています。
　当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離するために、執行役員制度を導入
しています。
　また、当社は2019年６月より監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、取締役
の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監査・
監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層充実させることとしています。
　加えて、2019年５月から、取締役等の指名及び報酬の決定に関する手続きの透明性及び客観
性を確保することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充
実を図るために、任意の諮問機関として独立社外役員が委員の過半数を占める指名・報酬委員会
を設置しています。
　従来から経営機関（取締役会及び経営会議）の適切な運営に加え、具体的な取組みとしては内
部統制システム整備に関する基本方針（取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で
定める体制の整備）に基づき、コンプライアンスの徹底やリスクマネジメントの充実をはじめと
した企業の透明性、効率性、健全性の確保に取り組んでいます。
　また、ＣＳＲ委員会とコンプライアンス委員会を設置し、内部統制の強化とともに、環境活動
や社会貢献活動、正確で適切な情報開示、ＣＳ（顧客満足)創造等の活動を当社グループ全体で
統括し、更なるレベルアップを図っています。
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⑶　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを
防止するための取組みの概要

　当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され
ることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための取組みと
して、2019年５月21日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対
応策」（以下「本プラン」といいます。）の継続を決議し、2019年６月21日開催の第95回定
時株主総会において、本プランの継続について承認を得ております。
　本プランの対象となる当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を
20％以上とすることを目的とする当社株券の買付行為、または結果として特定株主グループの
議決権割合が20％以上となる当社株券の買付行為をいい、こうした行為を行う者を「大規模買
付者」といいます。
　本プランにおける、大規模買付時の情報提供と検討時間の確保に関する一定のルール（以下
「大規模買付ルール」といいます。）は、①事前に大規模買付者が当社取締役会に対して充分な
情報を提供し、②必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付による当社全株式の買
付の場合は最長60日間、またはその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会に
よる評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間が経過した後に大規模買
付行為を開始する、というものです。但し、対抗措置の内容について株主意思確認のための株主
総会を開催する場合は、対抗措置の発動、不発動の手続きが完了するまでは、大規模買付行為は
開始できません。
　本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として大規
模買付行為に対する対抗措置は講じません。但し、大規模買付者が上記の大規模買付ルールを遵
守しなかった場合、遵守しても当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当
社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断する場合には、必要かつ相当な範囲
で新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が定める検討可能な対抗措置をと
る場合があります。
　このように対抗措置をとる場合、その判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会は
対抗措置の発動の判断に先立ち、当社の業績執行を行う経営陣から独立している社外取締役、ま
たは社外有識者から選任された委員で構成する独立委員会に対して対抗措置の発動の是非につ
いて諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非について、取締役会評価期間内に勧告を行うも
のとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告に
従います。

－ 37 －

株式会社の支配に関する基本方針
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　なお、本プランの有効期限は、2022年６月に開催される当社第98回定時株主総会の終結の時
までとします。本プランは、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の株主の一定割合の
意思表示が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議等が行われた場合
には、その時点で廃止されるものとします。
　本プランの詳細につきましては、当社ウェブサイト（https://www.riken.co.jp/）をご参照
ください。

⑷　上記取組みが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社
役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

　上記⑵の当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みは、まさに基本方
針に沿うものであり、上記⑶のとおり本プランの設計に際しては以下の点を十分考慮しており、
本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当
社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
1)　買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
2)　株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
3)　株主意思を反映するものであること
4)　独立性の高い社外者の判断の重視
5)　デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

６．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社の剰余金の配当につきましては、業績及び配当性向等を総合的に勘案し、中間配当及び期末

配当の年２回、安定的な配当水準を維持することを基本方針と考えております。当社は中間配当を
行うことができる旨を定款に定めており、配当の決定機関は、中間配当は機動的な剰余金の配当を
可能とするため取締役会とし、期末配当は株主総会としております。

内部留保資金につきましては、新製品・新技術の開発、グローバル事業戦略に沿った海外生産拠
点の能力増強、生産効率化の推進、既存事業の競争力強化など企業価値向上に効率的に活用してま
いります。

－ 38 －

株式会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針
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連 結 貸 借 対 照 表
（2021年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
リ ー ス 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
退 職 給 付 に 係 る 資 産
保 険 積 立 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

48,766
12,612
20,396
8,667
3,595
2,398
1,135
△38

61,778
28,674
10,770
12,152
2,634
1,885
1,231
3,014
2,461

552
30,089
21,954
1,297
5,766

58
1,043
△30

流 動 負 債 24,546
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 9,608
1年内返済予定の長期借入金 7,000
未 払 法 人 税 等 562
賞 与 引 当 金 1,588
そ の 他 5,786

固 定 負 債 5,855
長 期 借 入 金 3,000
退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,498
製 品 保 証 引 当 金 302
環 境 対 策 引 当 金 12
そ の 他 1,042

負 債 合 計 30,402
純 資 産 の 部

株 主 資 本 74,030
資 本 金 8,573
資 本 剰 余 金 7,119
利 益 剰 余 金 61,411
自 己 株 式 △3,074

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 774
その他有価証券評価差額金 501
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △12
為 替 換 算 調 整 勘 定 △2,066
退職給付に係る調整累計額 2,351

新 株 予 約 権 120
非 支 配 株 主 持 分 5,217
純 資 産 合 計 80,142

資 産 合 計 110,544 負 債 及 び 純 資 産 合 計 110,544

－ 39 －

連結貸借対照表
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連 結 損 益 計 算 書
（2020年４月１日から　2021年３月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 69,720
売 上 原 価 55,174

売 上 総 利 益 14,545
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,817

営 業 利 益 2,728
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 337
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 666
為 替 差 益 22
生 命 保 険 配 当 金 161
受 取 補 償 金 185
助 成 金 収 入 446
そ の 他 191 2,012

営 業 外 費 用
支 払 利 息 105
固 定 資 産 処 分 損 93
そ の 他 217 416

経 常 利 益 4,323
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 413
投 資 有 価 証 券 売 却 益 9 422

特 別 損 失
事 業 構 造 改 革 費 用 659
固 定 資 産 除 却 損 89
工 場 休 止 損 失 91
減 損 損 失 421
投 資 有 価 証 券 売 却 損 64 1,326

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,420
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,142
法 人 税 等 調 整 額 522 1,665
当 期 純 利 益 1,755
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 125
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,880

－ 40 －

連結損益計算書



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

監
査
報
告

計
算
書
類

2021/05/28 14:07:31 / 20702478_株式会社リケン_招集通知（Ｃ）

貸　借　対　照　表
（2021年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
仕 掛 品
前 払 費 用
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
リ ー ス 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
繰 延 税 金 資 産
前 払 年 金 費 用
保 険 積 立 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

28,519
4,591
2,193

14,008
3,619

951
1,797

190
431
163
733

△162
40,794
14,741

6,510
481

4,638
11

543
1,338

71
1,144
2,792

30
278

5
2,461

16
23,259
10,124
6,172
2,379
1,760
2,440

51
360

△30

流 動 負 債 20,917
支 払 手 形 24
買 掛 金 6,621
１年内返済予定の長期借入金 7,000
リ ー ス 債 務 224
未 払 金 1,622
未 払 費 用 1,466
未 払 法 人 税 等 65
預 り 金 2,567
賞 与 引 当 金 897
設 備 関 係 支 払 手 形 101
そ の 他 326

固 定 負 債 3,769
長 期 借 入 金 3,000
リ ー ス 債 務 107
環 境 対 策 引 当 金 12
そ の 他 648

負 債 合 計 24,686
純 資 産 の 部

株 主 資 本 44,039
資 本 金 8,573
資 本 剰 余 金 6,604
資 本 準 備 金 6,604

利 益 剰 余 金 31,935
利 益 準 備 金 1,457
そ の 他 利 益 剰 余 金 30,477
配 当 引 当 積 立 金 4,000
海 外 事 業 積 立 金 10,000
圧 縮 記 帳 積 立 金 11
買 換 資 産 圧 縮 積 立 金 35
別 途 積 立 金 5,500
繰 越 利 益 剰 余 金 10,930

自 己 株 式 △3,074
評 価 ・ 換 算 差 額 等 468

その他有価証券評価差額金 478
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △10

新 株 予 約 権 120
純 資 産 合 計 44,627

資 産 合 計 69,314 負 債 及 び 純 資 産 合 計 69,314

－ 41 －

貸借対照表
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損　益　計　算　書
（2020年４月１日から　2021年３月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 46,099
売 上 原 価 37,243

売 上 総 利 益 8,855
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,023

営 業 利 益 832
営 業 外 収 益

受 取 利 息 16
受 取 配 当 金 992
生 命 保 険 配 当 金 157
為 替 差 益 119
助 成 金 収 入 189
そ の 他 121 1,596

営 業 外 費 用
支 払 利 息 100
固 定 資 産 処 分 損 77
そ の 他 238 417

経 常 利 益 2,012
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 422
投 資 有 価 証 券 売 却 益 9 431

特 別 損 失
事 業 構 造 改 革 費 用 659
固 定 資 産 除 却 損 70
減 損 損 失 225
投 資 有 価 証 券 売 却 損 64
関 係 会 社 株 式 評 価 損 45
関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 162 1,228

税 引 前 当 期 純 利 益 1,215
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 146
法 人 税 等 調 整 額 38 185
当 期 純 利 益 1,030

－ 42 －

損益計算書
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

2021年５月25日
株式会社　リ　ケ　ン

取締役会　御中
有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 出 正 弘 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 杉 浦 野 衣 ㊞

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 川 　 慶 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社リケンの2020年４月１日から2021年３
月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社リケン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

－ 43 －

連結計算書類に係る会計監査人監査報告書
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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会計監査人監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

2021年５月25日
株式会社　リ　ケ　ン

取締役会　御中
有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 出 正 弘 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 杉 浦 野 衣 ㊞

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 川 　 慶 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社リケンの2020年４月１日から
2021年３月31日までの第97期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会監査報告書謄本
監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第97期事業年度におけ
る取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき、以下のとおり
報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締
役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。なお、
財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内
部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

一　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画、
職務の分担等に従い、会社の内部監査部門及びその他内部統制所管部門と連携の上、
電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、重要な会議に出席
し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査しました。また、子会社については、必要に応じて子会社に対し事
業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査しました。

二　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの
各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容につ
いて検討を加えました。

三　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項について
は、有限責任監査法人トーマツと協議を行うとともに、その監査の実施状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務
報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

四　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関
する基本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第
118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利
益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではな
いと認めます。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年５月25日
株 式 会 社 　 リ 　 ケ 　 ン 　 監 査 等 委 員 会

常勤監査等委員 広 井 秀 美 ㊞

常勤監査等委員 国 元 　 晃 ㊞

監 査 等 委 員 岩 村 修 二 ㊞
（注）　監査等委員広井秀美及び岩村修二は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規

定する社外取締役であります。
以　上
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